
令和８年度 会計年度任用職員 勤務条件 

 

1. 任期：  令和８年 4月 1日から令和９年 3月 31日まで（1年間） 

2. 勤務場所：  こども発達相談室（こども発達センター内） 

3. 職種：       心理士 

4. 資格：       公認心理士、臨床心理士、臨床発達心理士のいずれか 

5. 職務内容：  知的障がい、発達障がいのある児童への支援と保護者相談、文書作成 

知能検査、発達検査等、保護者・支援者向け研修、関連機関との連携 

6. 勤務日：  週 5日(平日)（年末年始・祝日は休み） 

8:40～17:10 

7. 休憩時間：  45分 

8. 時間外勤務又は休日の勤務： 有り(時間外勤務 月平均 1時間)   

9. 年次有給休暇： 有り （採用から 6か月経過後に 10日付与） 

                   

10. 時間外勤務の場合の割増： 有り 

11. 報酬：  月給 404,739円 

12. 交通費：  実費相当支給 

13. 報酬締切日： 毎月月末 

14. 報酬支払日： 当月２０日（土日・祝日の場合は、直近の平日） 

15. 報酬支払時に控除する費目：所得税・住民税、社会保険料 

16. 期末手当の有無： 有り 

17. 社会保険：     加入  

18. 雇用保険：  加入  

19. 公務災害補償： 有り 

20. その他勤務条件に関する留意事項（別紙） 

 


